
　

児童養護施設 ６３ケ所 3,0６３人/3,21７人  

（専門機能強化型 ４３）  入所率 9５.２％ 
    

      

児童相談所 

一時保護所 ６ヶ所 定員 1９８人（乳児 は乳児院へ一時保護委託）  

      乳児院 10ヶ所        

 ４５０人/４７８人 入所率 ９４．１％ 

 グループホーム 
 １３４箇所  
 ８０８人 

養育家庭・専門養育家庭・親族里親・養子縁組里親 
登録家庭数 ６９５家庭 
委託児童 3７２人 

自立支援施設 2施設 

１９４人/252人 

入所率 ７７．０％ 

家庭復帰 

母子生活支援施設 ３４ヶ所 
５３６世帯/６８１世帯 
  入所率 ７８．７％ 

東京都における家庭的養護の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ファミリーホーム 1６箇所 
（養育家庭移行型１３・法人型３） 

６９人/９６人   児童養護施設本園 2,２５５人 

 ６８．３％ 

２０．４％ １１．２％ 

３１．７％ 

自立援助ホーム 1７ヶ所 
 ９０人/120人 
入所率 ７５．０％ 

平 成 2 7 年 8 月 3 日 
少 子 社 会 対 策 部 

社会的養護に関する最近の動向 

社会的養護の状況 

<施設養護> <家庭的養護> 
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専門部会での検討事項 

《検討の基本的な立場》 
 
・平成26年の提言の内容を引き継ぎ、発展させる 
 
・制度の根幹に係る部分は、児童相談所が適切に実施できる体制を構築 
 
・児童福祉に関わる各機関の特性を最大限に活かす 
 
 
 

《主な検討事項》 
 
 ◆委託促進に向けた体制強化 
 
 ◆養育家庭の開拓と資質の向上 
  
 ◆委託促進と支援充実に向けた関係機関との連携 
  
 ◆新生児委託 

※H2７.3.1現在（他県割愛分は含まない） ※養育家庭はH2７.3.31現在 

児童相談所 里親支援機関 施設（里親支援専門相談員） 

区市町村 里親会 

《国の動向》 

○児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会と

りまとめ「社会的養護の課題と将来像」（平成23年7月） 

・家庭的養護の推進、専門的ケアの充実 

・本体施設、グループホーム、里親・ファミリーホームの割合をそれぞれ1/3にする 

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 

「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」（平成24年11月） 

・都道府県は平成27年度を始期とした15年間の推進計画を策定する  
 

《東京都の動向》 

○東京都児童福祉審議会提言 

「社会的養護の新たな展開に向けて－家庭的養護・地域化の推進と切れ目のない支援－」（平成２６年10月） 

・施設と養育家庭の二者択一ではなく、施設と養育家庭の連携強化により一人ひとりに対応した養護を推進 

・乳児院と養育家庭等の一体的支援により、親権者の理解を深め、委託につなげるような仕組みづくりを検討 

・養育家庭登録数を増やすため、地域により密着した周知活動ができるよう、施設等と協働 

・委託中の養育家庭等に対しては、自ら学びを深め積極的にスキルアップをするよう促す支援を行う必要 

○東京都社会的養護施策推進計画（平成２７年４月） 

・平成４１年度において、社会的養護に占める家庭的養護の割合を概ね６割となるよう、養育家庭等、ファミ

リーホーム、グループホームを推進 

・全ての施設において子供一人ひとりに、専門性の高いきめ細かなケアを行えるよう、施設の機能を強化 
  

資料7 


